
 

がん患者相談室部会 

役割 山形県がん診療連携協議会設置要綱第２条（１）に規定する「地域におけるがん

診療連携体制等がん医療に関する情報交換に関すること。」の協議事項として、

相談支援体制の提供における連携協力体制、相談支援機能の充実・強化について、

詳細な検討を行うために設置。 

部会長 山形県立中央病院   中原 健次 

長期目標 がん診療連携拠点病院の指定要件及び、山形県がん対策推進計画に基づき、 

 全てのがん相談支援センターにおいて、国立がん研究センターによる研修を

修了した相談員を配置し、相談支援機能の充実・強化を図る。 

 全てのがん診療連携拠点病院等において、診療、相談支援センター、セカン

ドオピニオン、就労支援、患者サロン及び患者支援団体等の情報を共有する

とともに、冊子やホームページ等を通じて、がん患者及びその家族等に分か

りやすく周知及び広報する。 

令和７年度部会開催日 令和７年８月 25日(月) Zoom によるオンライン形式  

令和７年度活動内容 ① 各病院の相談実績を集約して、評価及び分析を行った。（資料 8-2） 

② 都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会 情報提供・相談支援部会の「が

ん相談支援センターPDCA実施状況チェックリスト 2023年版」を用いて、各

病院のがん相談実施状況を集約し、評価を行った。（資料 8-3） 

③ セカンドオピニオンについて、「対応病院（担当医師）一覧」を更新し、各

対応病院で情報を共有した。 

④ がん相談支援センター利用者へのアンケートにより、相談者からフィードバ

ックを得る体制を整備し、部会で共有した。（資料 8-4） 

⑤ 継続的かつ系統的な研修として、「がん相談員スキルアップ研修会」を開催

した。（令和７年 10月４日（土）、講師：社会保険労務士 齋藤 修 先生） 

⑥ 県民に広くがん相談支援センターの周知を行うため、「第 18回緩和ケア市民

公開講座」会場においてチラシ配付及び相談支援を行った。（令和７年 11月

15日（土）、会場：三川町いろり火の里「なの花ホール」） 

令和８年度活動予定 ① がん相談支援センターの機能について、積極的に周知・広報を行う。 

② 各病院におけるがんゲノム医療、希少がん、AYA世代にあるがんを含む診療、

相談支援センター、セカンドオピニオン、就学・就労支援、患者サロン及び

患者支援団体等の情報を共有するとともに、課題等の改善に向けた協議を行

う。 

③ 「継続的かつ系統的な研修」を行い、がん相談支援機能の強化を図る。 
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